
戦
闘
策
諸
篇
に
お
け
る
紀
年
の
問
題

、i
J

r
l
t
弘、

一
一
一
一
向
う
ま
で
も
な
く
、
戦
関
策
は
中
閣
の
戦
闘
時
代
各
閣
に
お
け
る

幾
多
事
獲
を
め
ぐ
る
縦
横
家
一
一
一
一
口
を
蒐
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

束
期
策
以
下
お
よ
そ
三
十
一
一
一
篇
に
整
理
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
豊
田
は
、

か
つ
て
司
馬
選
、
が
史
記
述
作
に
蛍
り
依
捺
し
た
資
料
の
一
と
停
え
ら

れ
る
(
ぽ
)
も
の
で
あ
り
、
常
時
の
人
心
の
動
向
'
あ
る
い
は
各
閣
の

動
静
を
窺
う
上
か
ら
も
好
簡
の
警
と
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
選
が
併

せ
依
擁
し
た
と
さ
れ
る
諸
警
の
内
、
特
に
戦
閣
時
代
に
も
関
連
す
る

書
、
す
な
わ
ち
「
世
木
」
が
散
供
(
凶
)
し
て
い
る
今
日
、
こ
の
警
は

殆
ん
ど
唯
一
の
資
料
と
し
て
緩
め
て
重
要
寂
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
紋
儲
策
の
成
立
に
就
い
て
は
、
漢
書
蜜
文
志
に
、

一J
戦
闘
策
三
十
三
第
」
(
杭
川
町
一
例
)
と
の
み
あ
る
如
く
、
そ
の
作
者
、
時
期

は
礁
と
し
な
い
。
た
だ
史
記
回
一
揖
列
停

(
3
・
漢
帯
電
劇
活
油
開
(
は
)
等
に

は
、
戦
闘
時
代
読
客
の
策
言
等
論
纂
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
、

従
一
っ
て
、
楚
漢
字
額
の
こ
ろ
、
組
議
等
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
と
見

敬
さ
れ
る
(
ぬ
)

0

他
頭
、
こ
れ
が
博
来
に
就
い
て
は
、
西
漢
の
劉
'
向

の
序
に
、
一
戦
慰
策
耕
一
…
問
、
中
世
一
間
絵
巻
、
錯
鋭
相
採
苔
c

叉
有
閑
別
者

十予

絡"

11易

夫

百妥

八
館
側
、
少
不
足
。
医
向
国
儲
別
者
、
略
以
時
次
之
。
分
別
不
以
序
者

以
祁
補
、
徐
被
章
一
、
得
三
十
一
ニ
篇
0

・
・
或
日
長
書
、
或
日
修
時
一
一
問
。
は

向
以
錦
、
戦
闘
時
瀞
土
輔
所
用
之
閥
、
震
之
策
談
。
宜
潟
戦
幽
旅
い

と
あ
る
こ
と
や
、
宋
の
曾
識
の
序
に
、
円
劉
向
一
所
定
戦
鶴
策
三
十
三

篇
、
山
口
爪
文
総
回
和
十
一
鰐
者
関

o
m訪
之
士
大
夫
家
、
始
翠
似
内
其
昔
前
。

:
い
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
宋
代
以
前
の
流
れ
を
窺
う
こ
と
が
出
来
、
〉

さ
ら
に
は
、
宋
の
飽
彪
・
元
の
央
部
道
等
の
序
に
よ
っ
て
、
現
存
諸

5

穏
の
版
本
、
す
な
わ
ち
高
誘
注
の
悌
を
残
す
挑
氏
本
紙
翻
策
(
時
)
、
く

あ
る
い
は
純
一
彪
が
改
援
し
た
編
次
に
従
う
央
部
道
の
校
注
本
、
そ
の

他
戦
闘
策
誌
報
等
現
行
諸
木
の
流
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で

ふめマ心。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
戦
闘
策
の
記
述
に
は
、
紀
年
の
紋
除
、
あ
る
い

は
文
字
・
文
章
の
銘
柄
飢
等
、
少
な
か
ら
ず
不
備
な
貼
が
見
出
だ
さ
れ

る
。
蒸
し
、
こ
れ
ら
は
専
ら
策
計
の
み
を
一
帯
と
し
た
成
立
時
の
世
相

の
反
映
、
あ
る
い
辻
詩
篇
が
錯
飽
重
複
し
た
編
纂
時
の
事
情
与
の
然

ら
し
め
た
と
こ
ろ
と
提
刻
さ
れ
る
。
か
か
る
原
習
は
と
も
あ
れ
、
本

警
の
史
的
意
義
が
重
要
視
さ
れ
る
今
日
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
諸
鈷

の
不
備
、
就
中
、
紀
年
の
紋
除
は
、
一
段
と
注
話
さ
れ
る
と
こ
ろ
で



あ
る
3

も
ち
ろ
ん
す
で
に
先
の
飽
彪
・
呉
都
道
の
注
、
あ
る
い
は
先

人
の
…
般
的
史
笠
考
諮
等
々
に
お
い
て
、
京
接
的
乃
至
間
接
的
に
、

紀
年
の
指
摘
な
り
推
定
な
り
が
試
み
ら
れ
て
レ
る

v

併
し
な
が
ら
、

そ
れ
ら
諮
見
解
は
戦
関
策
全
章
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
諸
説

に
観
鱗
す
る
箇
所
が
多
く
、
従
っ
て
、
無
後
件
で
は
依
援
し
切
れ
ぬ

憾
み
を
残
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
し
て
、
か
か
る
紀
年
の

考
定
は
、
今
日
、
戦
図
策
に
お
け
る
も
っ
と
も
震
観
す
べ
き
問
題
で

あ
る
と
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
容
易
な
ら
ぬ
問
題
で

あ
る
と
も
竣
測
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
か
か
る
碗
紡
か
ら
戦
闘
策
中
、
特
に
問
題
の
あ
る
数
章
、

す
な
わ
ち
ぺ
成
氏
の
役
」
に
関
す
る
諸
意
を
例
と
し
て
採
り
上
げ
、

そ
れ
ら
の
紀
年
の
考
察
を
活
じ
て
問
題
の
具
般
的
様
相
を
窺
わ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
底
本
と
し
て
は
、
刻
川
挑
氏
本
戦
闘
策
(
矧
附
峨
)
を
以
て
し
、

戦
関
策
校
技
術
州
也
、
温
笈
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

コ
放
氏
の
役
L

に
関
す
る
諸
京
の
紀
年
に
つ
い
て

こ
こ
に
い
う
「
雄
氏
の
役
い
と
は
、
発
が
斡
の
必
要
地

攻
関
し
た
率
緩
を
指
す
。
こ
の
事
務
に
開
削
し
て
、
斡
策
に
は

躍
を
は
じ
め
一
一
…
搭
あ
り
、
ま
た
東
・
沼
周
策
に
は
そ
れ

つ
見
え
る
も
の
で
あ
る
の
悲
し
、
こ
の
ぺ
雄
氏
の
役
〕

を
め
ぐ
っ
て
、
楚
の
侵
略
、
秦
の
介
入
が
あ
り
、

へ
も
波
及
し
た
も
の
で
あ
っ
、
戦
感
の
大
勢
上
、
注

の
一
と
晃
敬
さ
れ
る
c

し
か
J
U
、
他
窓
、
戦
協
策
を

遠
山
し
一
で
五
章
に
わ
た
る
も
の
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
か
っ

こ
れ
ら
の
紀
年
を
め
ぐ
っ
て
は
、
古
来
一
一
尚
一
説
紛
紛
と
し
て
い
る
、
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
一
連
の
諸
章
は
、
本
稿
の
間
的
上
、
十

分
な
後
件
を
具
え
る
劉
象
の
一
環
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
韓
策
の
~
楚
額
漉
氏
五
月
」
章
と
は
、

A
、
楚
題
務
氏
五
月
、
韓
令
使
者
求
救
於
奏
。
冠
惹
柏
望
也
。
奏
部

不
下
数
。
韓
又
令
符
新
使
秦
c

語
秦
王
呂
、
斡
之
於
泰
也
、
:
・
、

笠
太
后
詩
鈴
子
日
、
安
事
先
王
也
、
:
・
。
甘
茂
入
一
一
一
一
口
秦
王
日
、
:
・
今

雄
氏
鹿
市
秦
師
不
下
殺
、
是
無
幹
也
0

・
:
泰
三
日
、
設
問
。
巣
下
部

仇
い
ハ
没
、
ぷ
政
章
。
へ
整
控
室
第
一
二

j
l
J
h
h寸

f

十
七
、
韓
一
一
¥

の
如
き
も
の
で
あ
る
、
韓
策
の
他
の
二
軍
は
、
こ
の
章
の
直
後
に
見

え
る
、

B
、
楚
間
続
氏
。
斡
令
冷
向
借
救
於
奏
。
秦
矯
渓
使
。
公
孫
味
入
枠
。

公
仲
子
日
、
子
以
秦
第
将
救
斡
乎
。
其
不
乎
。
劉
回
、
泰
正
之
一
一
呂

田
、
諮
道
於
南
郷
・
輩
出
、
以
入
攻
楚
、
出
兵
於
三
川
、
以
待
公
。

殆
不
合
軍
於
南
郷
c
公
仲
日
、
本
木
何
。
掛
田
、
泰
玉
必
租
張
儀
之

故
謀
。
・
:
甘
茂
輿
mm
獄
遇
於
一
境
、
其
一
一
一
節
目
、
牧
襲
。
其
質
論
有
約

也
c

公
仲
恐
日
、
然
別
奈
何
。
割
問
、
公
必
先
幹
部
後
泰
、
先
身

市
後
一
昨
段
。
公
一
小
如
毘
以
鴎
合
於
併
役
一
広
々
。
(
制
)

の
如
き
も
の
と
、
お
二
軍
よ
り
故
意
後
に
あ
る
、

C
、
冷
向
諮
韓
磐
田
。
務
悲
亡
在
愁
。

中

4
7
h
J
V
~
1

( 6 ) 
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ム
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総
高
在
方
城
之
外
。
間
前
令
愁
築
寓
家
之
都
於
雄
氏
之
傍
。
韓
必

経

怒

得

入

而

徳

公

、

必

(

州

)

の
如
J

き

も

の

で

あ

る

。

開

策

に

る

も

の

は

、

、
、
、
、
、

D
、
強
攻
恭
氏
。
周
桟
秦
・
持
。
楚
王
。
周
之
君
患
之
。
伺
周
期

謂
楚
壬
臼
、
以
王
之
強
市
怒
周
、
間
恐
必
以
間
合
於
所
輿
来
之
問
。

別
勤
王
之
敵
也
。
故
主
不
如
速
解
周
恐
。
彼
前
得
罪
前
後
得
解
、

必
厚
事
玉
突
。
(
噌
叩
削
…
紘
一

3

丘
、
搭
氏
之
役
、
斡
徴
甲
輿
楽
於
帰
。
間
君
恵
之
告
蘇
代
。
蘇
代
田
、

何
患
鷲
。
代
能
筋
君
令
斡
一
小
徴
甲
凱
ハ
来
於
周
。
又
能
鴻
君
得
高
都
。

周
智
大
悦
回
、
子
持
能
、
寡
人
訴
以
関
総
。
蘇
代
滋
校
児
斡
相
関

公
中
日
、
公
不
問
問
楚
計
乎
。
昭
態
調
楚
王
日
、
韓
氏
罷
於
兵
、
倉

践
室
、
無
以
守
域
。
寄
攻
之
以
畿
、
不
治
一
月
必
抜
之
。
今
関
務

氏
五
月
、
不
能
抜
。
是
楚
病
也
。
楚
王
始
不
信
昭
態
之
計
会
。
今

公
乃
徴
甲
輿
莱
於
周
、
此
告
裂
病
也
。
昭
際
関
此
、
必
織
強
王
、

金
兵
守
漉
氏
。
漉
氏
必
談
。
公
中
日
、
設
問
。
然
一
世
使
者
己
行
会
。

代
日
、
公
何
不
以
満
都
興
期
。
公
中
怒
問
、
五
口
無
徴
甲
輿
莱
於
局
、

亦
巴
多
会
。
何
信
仰
輿
高
都
。
代
田
、
興
之
高
都
別
掲
必
折
雨
入
於

韓
。
秦
関
之
必
大
怒
而
焚
周
之
錦
、
不
通
其
使
。
是
公
以
弊
高
都
、

、.，、，、•• 

、
•• 

、.、‘

得
完
周
也
。
何
不
興
也
。
公
中
日
、
設
問
。
不
徴
甲
莱
於
席
、
市
輿

高
都
o
楚
卒
不
抜
務
氏
而
去
。
(
側
議
時
)

の
如
き
二
例
で
あ
る
。

さ
て
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
如
く
、
右
諸
業
法
ひ
と
し
く
紀
年
を

ヤ
」
れ
ら
諮
業
を
比
較
検
討
す
る
と
、

た
雰
間
試
な
り
で
、
多
分
に
開
法
が

見
出
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
訳
出
、
ま
た
少
な
か
ら
ざ
る
相
違
も

石
取
さ
九
る

J

例
え
ば
、
的
名
意
向
一
一
一
山
一
一
円
強
点
引
を
共
有
す
る
。
料
そ

れ
ぞ
れ
に
事
貨
を
め
ぐ
る
各
閣
の
思
惑
な
り
、
人
心
の
動
向
な
り
を

一
部
す
も
の
が
あ
る
。
付
「

A
T
「
B
」
に
は
、
奈
の
客
将
甘
茂
の
名

、
が
見
え
る
。
村
一
:
A
2
7
…
E
」
に
は
、
務
氏
攻
略
が
五
ヶ
月
に
及
ん

だ
冒
が
見
え
る
等
法
、

12
意
あ
る
い
は
一
部
の
章
に
お
け
る
共
遜
給

と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
反
断
、
的
「
A
」・「
B
」
は
、
斡
が
泰
一
に
救

い
を
求
め
た
こ
と
を
示
す
が
、
一
A
」
は
韓
の
態
度
が
泰
一
途
倒
で
あ

っ
た
こ
と
を
忠
わ
せ
る
の
に
劉
し
、
「
B
一
は
斡
の
秦
に
劉
す
る
批
判

的
態
度
を
停
え
る
。
ま
た
甘
茂
の
名
は
共
通
す
る
に
せ
よ
、
「
A
」に

克
え
る
二
且
太
后
ケ
「
先
王
」
は
、
児
搬
王
八
年
以
後
を
意
味
す
る

(
紋
縫
マ
)
の
に
樹
し
、
「

np一
で
話
題
と
さ
れ
た
張
儀
は
、
そ
の
ん
平

年
に
よ
っ
間
報
王
五
年
ま
で
を
意
味
す
る
(
糾
問
時
誠
一
時
版
記
紙
一
巳
。

ωw

「
D

7
「
E
」
は
、
周
(
市
)
、
が
韓
に
謝
す
る
物
資
提
供
の
国
で
、
そ

れ
ぞ
れ
相
反
し
た
結
果
を
俸
え
る
等
は
、
諾
意
に
お
け
る
相
違
紡
と

し
て
指
摘
さ
れ
る
。
な
お
一

C
」
は
、
一
楚
に
亡
命
中
の
幾
葱
を
迎
え

ん
と
し
た
一
部
韓
人
等
の
蓑
策
を
停
え
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
諮

問
章
と
の
関
連
の
有
無
は
断
じ
難
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
上
掲
五

意
は
、
向
一
時
の
そ
れ
か
問
中
九
時
の
そ
れ
か
、
内
容
上
断
定
し
難
い
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
れ
て
、
特
に
諮
章
の
よ
り
深
き
意
義
の
理

解
、
さ
ら
に
は
「
務
氏
の
役
」
の
史
的
意
義
把
握
の
上
か
ら
、
改
め

紋
く
も
の
で
あ
る
つ
競
っ
て
、

( 7 ) 



て
紋
除
し
て
い
る
紀
年
が
注
自
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
c

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
紀
年
に
つ
い
て
、
飽
彪
注
で
は
、
一
，
A
」
を

「
比
十
二
年
」
、
「
B
」
・
「
C
」
を
つ
記
十
二
年
有
h
「
D
」
・
「
E
」

を
「
澱
王
十
五
年
」
と
し
、
問
先
師
道
注
で
は
、
「
C
」
・
「
D
L
・「
E
L

に
は
一
言
及
し
な
い
ま
で
も
、
「
A
e一
を
「
関
薙
氏
見
回
川
策
」
、
「
B
」を

「
此
章
笠
在
前
」
・
「
鍛
序
次
談
」
と
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
飽
彪

は
五
設
す
べ
て
を
斡
…
祭
主
十
二
年
、
周
級
王
十
五
年
と
見
倣
し
た
の

に
拐
し
、
同
央
闘
遜
は
紀
年
こ
そ
明
示
し
な
い
が
、
す
べ
て
を
澱
王
十

五
年
と
す
る
見
解
で
は
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
c

さ
ら
に
一
一
一
日
う
な
ら

ば
、
「
A
」・「
B
」
に
つ
い
て
は
絶
訟
を
認
め
ぬ
が
放
に
注
を
付
し
、

「

C
aて
「
D
」・「

E
」
に
つ
い
て
は
始
一
設
と
問
見
解
、
も
し
く
は
特

別
の
配
意
に
図
っ
て
一
言
及
を
避
け
た
も
の
か
と
も
怒
わ
守
れ
る
。

上
越
の
如
き
五
例
、
並
び
に
飽
・
品
〈
の
注
を
見
比
べ
る
の
み
で
は
、

諸
章
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
も
、
ま
た
そ
れ
が
憶
測
を

濯
し
う
出
来
て
も
、
一
向
に
紀
年
の
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
古
来
、
特
に
宋
以
後
、
戦
闘
策
に
お
け
る
そ
れ
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
史
記
に
お
け
る
大
事
の
一
環
と
し
て
の
「
務
氏
の
役
い

考
究
は
、
少
な
か
ら
ず
試
み
ら
れ
、
か
っ
そ
れ
ら
は
諸
説
紛
々
と
し

て
今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
論
述
の
便
宜
上
、

ま
ず
上
掲
五
常
に
お
け
る
紀
年
考
廷
を
行
な
い
、
然
る
後
、
そ
れ
ら

諸
訟
を
参
考
と
し
て
掲
げ
た
い
と
考
え
る
。

さ
て
、
考
定
上
劉
比
さ
す
べ
き
蓄
と
し
て
は
、

一
般
的
に
は
先
秦

-
史
記
・
竹
書
記
年
等
が
考
え
ら
れ
る
。
が
、
こ
の
「
落
氏
の

役
い
に
関
し
て
は
、
史
記
・
竹
晶
一
一
間
紀
年
、
就
中
、
煎
者
が
特
に
注
目

さ
れ
る
ご
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
史
記
は
可
烏
選
が
世
間
待
所
俸
の

諸
資
料
に
援
っ
て
述
作
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
、
従
っ
て
、
そ
の
記
事

は
も
と
よ
り
、
そ
の
紀
年
は
批
判
の
絵
地
こ
そ
あ
れ
、
無
一
脱
出
来
な

い
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
具
銭
的
に
は
、
ハ
ロ
年
表
を
は
じ
め
、
∞

「
務
氏
」
を
領
有
し
た
韓
の
動
向
を
設
く
斡
世
家
、
同
こ
の
役
に
介

入
し
た
泰
、
あ
る
い
は
蛍
時
東
方
の
雄
で
あ
り
、
か
っ
「

A
」
で
話

題
に
上
っ
た
湾
、
そ
れ
ぞ
れ
を
説
く
秦
本
紀
・
田
敬
仲
完
世
家
、
一
胸

問
題
が
波
及
し
た
周
の
表
構
を
停
え
る
周
本
紀
、
さ
ら
に
は
せ
茂
列

停
に
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
事
漢
の
一
斑
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で

々
の
マ
心
。

ま
ず
六
関
表
で
あ
る
が
、
こ
の
年
表
に
は
、
「
薙
氏
の
役
」
の
…
訟

は
克
ら
れ
ず
、
た
だ
秦
・
楚
・
斡
の
交
戦
の
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、

ハ
円
(
斡
笠
悪
玉
二
十
一
年
)
秦
助
我
攻
、
閤
円
芳
一
位
。

(
秦
悪
玉
十
三
年
)
庶
長
叢
撃
楚
、
新
首
八
寓
。

(
楚
懐
王
十
七
年
)
秦
敗
我
終
mm
勾。

(秦
mm
主
七
年
)
撃
楚
、
新
首
三
市
内
。

(
一
楚
懐
王
二
十
九
年
〉
秦
取
我
袈
城
、
殺
景
紋
。

の
如
く
、
周
澱
正
一
一
一
年
及
び
そ
の
十
五
年
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

次
に
斡
世
一
家
で
法
、

。
ハ
宣
恵
三
二
十
一
年
)
、
輿
秦
共
攻
楚
、
敗
。
努
終
屈
巧
、
新
首
八

( 8 ) 



高
於
丹
問
問
。
是
歳
笠
悪
玉
卒
、
太
子
倉
立
。
:
:
:
十
年
、
太
子
嬰

靭
秦
市
蹄
。
:
:
:
〉

十
二
年
、
太
子
嬰
死
。
公
子
得
、
公
子
機
識
字
潟
太
子
。
時
機
訟

質
於
楚
。
蘇
代
詩
斡
M

山
口
臼
、
機
訟
で
在
難
。
楚
王
欲
内
之
英
一
。
ム
「

楚
兵
十
徐
寓
在
方
城
之
外
。
公
何
不
令
後
五
築
前
門
家
之
都
務
氏
之

傍
。
斡
必
起
兵
以
救
之
、
公
必
将
失
。
公
図
以
一
斡
・
楚
之
兵
、
奉

機
融
市
内
之
、
其
磯
公
必
失
。
必
以
楚
・
斡
封
公
也
。
斡
経
従

其
計
。
難
問
務
氏
、
斡
求
救
於
泰
。
秦
未
震
設
、
使
公
孫
昧
入

斡
。
公
仲
子
日
、
子
以
秦
且
救
斡
。
針
白
、
秦
王
之
一
一
呂
田
、
諸
道

南
側
州
・
援
問
、
出
兵
於
楚
以
待
公
。
殆
不
合
。
公
仲
臼
、
子
以
錦

、
‘
、
.
、
.
、•• 

果
乎
。
駒
田
、
秦
王
必
組
張
儀
之
故
智
。
・
:
甘
茂
興
昭
魚
遇
於
商

於
。
其
一
一
一
一
口
牧
翠
。
寅
類
有
約
也
。
公
仲
恐
臼
、
然
別
奈
向
c
:
・回、

公
必
先
斡
雨
後
泰
一
、
先
身
雨
後
張
儀
0

・
:
公
之
所
怒
者
張
儀
也
。

於
是
楚
解
雄
氏
額
。

の
如
く
、
「
擁
氏
の
役
」
を
斡
袋
五
十
二
年
つ
ま
り
腐
綴
王
十
五
年

の
事
援
と
し
て
停
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
の
前
半
は
「
C
」
に
、

後
学
つ
ま
り
「
楚
関
雄
氏
」
以
下
は
「
B
」
に
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
先
の
「
C
L
は
韓
の
太
子
争
い
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
紀
年
は
韓
の
太
子
の
卒
年
、
つ
ま
り
右
の
斡
の
喪
主
十
二

年
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
次
に
、
こ
の
後
半
つ
ま
り
一

B
」
は
、

一
見
前
半
と
合
し
て
一
事
の
絡
始
を
惇
え
る
如
く
で
は
あ
る
。
併

し
な
が
ら
、
仔
細
に
之
を
見
れ
ば
、
後
半
に
は
潟
誠
五
八
年
以
前
を

一
部
す
秦
の
甘
茂
の
名
が
見
え
た
り
(
縦
続
茂
)
、
さ
ら
に
は
殻
王
五
年

以
前
を
忠
わ
せ
る
張
儀
の
名
(
制
)
も
克
ら
れ
る
o

し
て
み
る
と
、
前

牢
後
宇
は
、
資
は
呉
時
の
二
事
と
見
る
べ
く
、
し
か
し
て
後
牢
つ
ま

っ

-
B
L
は
、
他
の
資
料
を
ま
っ
て
そ
の
時
期
を
考
定
す
べ
き
も
の

と
忠
わ
れ
る
。

次
に
、
秦
木
紀
並
び
に
田
敬
仲
完
世
家
を
見
る
と
、

同
ハ
秦
恵
一
十
一
一
一
年
〉
庶
長
輩
撃
楚
於
汁
陽
、
虜
穴
ハ
将
照
旬
、
新
首

八
高
。
又
攻
楚
灘
中
、
取
地
六
百
笠
、
権
撲
中
郡
。
楚
閤
路
氏
。

(
蹴
本
)ハ

跨
稽
十
二
年
〉
楚
間
推
氏
。
(
抑
制
制
)

の
如
く
あ
り
、
従
っ
て
「
擁
氏
の
役
i

一
は
期
総
玉
三
年
に
も
生
じ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一

c
…
を
除
く
上
掲
間
設
に
自
を
終
ず

る
と
、
一
式
一
三
、
報
王
八
年
ま
た
は
そ
の
筏
を
意
味
寸
る
一
笠
太
后
一

・
一
先
王
」
と
い
う
認
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
は
該
賞
、
さ
せ
難

く
、
ま
た
「
D
」・「

E
」
は
、
そ
の
資
料
上
、
こ
こ
で
論
及
す
る
に

は
尚
早
で
あ
る
。
た
だ
「
B
」
は
、
右
に
も
見
た
如
く
、
「

cz一
と
結

合
し
難
い
も
の
で
あ
っ
、
し
か
も
そ
の
候
件
(
制
)
上
、
こ
の
一
一
一
年
に

該
蛍
す
る
と
見
て
差
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
児
，
一
ふ
紀
を
見
る
と
、

一
籾
(
澱
王
八
年
〉
泰
攻
官
一
陽
、
:
:
:
。

一
束
期
輿
西
商
戦
、
:
:
:
。

経
麗
薙
氏
。
斡
機
甲
輿
莱
於
束
期
。
束
期
君
恐
、
召
蘇
代
市
告
之
。

代
田
、
君
m
定
。
直
能
使
斡
混
徴
甲
血
ハ
莱
於
同
州
O
i
-
-
O

の
如
く
あ
る
と
)
ず
っ
こ
の
本
紀
か
ら
す
る
と
、
…
薙
氏
の
役
一
は

( 9 ) 



た
と
は
川
倣
さ
れ
る
3

そ
し
て
、
こ
の
文
と

の
巳
一
ば
、
毅
一
正
八
年
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
:

こ
こ
で
さ
ら
に
「

A
一
に
な
場
し
た
甘
茂
に
開
札
す
る
列
停
を
見
る
と
、

発
懐
主
怨
前
秦
敗
柊
於
丹
州
側
、
市
斡
不
救
、
乃
以
丘
ハ
間
続
務
氏
三
蒋

、
、
、
章
、
、
、
、
、
、

使
公
仲
修
告
念
於
奏
。
秦
問
主
新
立
、
太
后
楚
入
、
不
九
円
救
。
公

仲
間
甘
茂
っ
茂
矯
斡
品
一
一
口
於
泰
明
支
出
、
:
:
:
っ
泰
三
日
、
設
内
。
乃

下
部
於
殺
以
救
練
。
楚
丘
ハ
去
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
一

A
〕
に
合
致
す
る
の
で
あ
っ
、
こ
の
文

に
お
け
る
汁
泰
主
新
立
了
「
太
后
残
入
、
一
と
い
う
誌
と
、
泰
本
紀
の

「
昭
…
袈
…
土
光
年
:
・
甘
茂
出
之
貌
了
一
昭
袈
母
、
発
人
。
供
品
子
氏
。
放

宣
太
后
い
等
の
諸
句
と
を
照
合
す
る
と
、
一

A
1
…
の
役
も
、
や
は
つ
泰

昭
王
新
立
の
年
つ
ま
り
悶
則
被
王
八
年
に
生
じ
た
も
の
I
f
?
考
え
ら
れ
る
c

史
記
所
見
の
関
係
資
料
は
、
ほ
ぼ
以
上
で
議
き
る
。
こ
こ
で
暫
く

尚
を
竹
骨
折
紀
年
に
椋
じ
た
い
G

一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
竹
警
紀
年

は
、
青
初
挑
以
擁
さ
れ
た
席
末
貌
の
史
一
誌
で
あ
り
、
そ
れ
を
親
見
し
た

社
務
、
を
は
じ
め
、
幾
多
先
人
に
よ
り
先
秦
諸
敢
闘
技
勘
の
有
力
な
資
料

と
自
さ
れ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
す
で
に
散
佼
し
、
今
日
で

は
諸
注
糠
引
用
文
乃
一
企
そ
の
輯
供
者
を
返
し
て
、
そ
の
蓄
に
断
片
的

に
接
し
得
る
の
み
で
は
あ
る
。
さ
て
ご
推
氏
の
役
〕
に
関
し
て
、
こ

れ
を
徴
す
る
と
、
ま
ず
斡
世
家
集
解
に
、

伺
徐
校
日
、
秦
本
紀
、
一
息
主
後
一
万
十
一
二
年
、
周
搬
正
一
一
一
年
、
楚
懐

、
•• 

、、、.、.、‘、•• 

五
十
七
年
、
燃
河
川
吋
一
年
、
皆
一
五
穀
闘
終
氏
。
紀
年
於
此
亦
説

、.，、，、，、，、，、、

楚

紫

翠

関

残

氏

。

秦

助

韓

共

敗

残

腿

巧

。

一

声

々

。

c と
r J-

lつの
iこる

'-、-
j"1_， と

、よか

っら
決今 、
きむヘ

句周
の報
後王

に
繋
る
一
僚
を
見
る
こ
と
が
出
，
M
小、

二
年
、
一
線
笈
王
十
九
年
、
紀
年

発
人
数

w

一
お
そ
ν

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
局
報
王
十
五
年
に
も
ま
た
一
候
記
載
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
や
こ
の
路
、
玄
関
経
氏
の
一
古
本
竹
書
紀
年
続

投
一
に
も
、
一

E

ふ
1

王
七
年
一
発
問
京
翠
嵐
薙
氏
。
(
紋
統
一
吋
一
)
一
・
又
今
王
十

九
年
〉
楚
入
漉
氏
、
一
怒
人
敗
。
(
紋
続
胸
部
一
)
」
と
輯
録
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
史
記
の
紀
年
と
組
離
す
る
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
一
部
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
も
の
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
針
比
し
考
察
し
来
っ
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
、
上
掲
戦
菌

策
諸
震
の
「
内
、
一
九
日
べ
一
一
法
問
問
澱
王
八
年
、
一

B
」
は
問
じ
く
三
年
、
一

C
・一

は
問
じ
く
十
五
年
の
こ
と
に
岡
崎
し
、
「

D
6
7
一
E
!一
の
内
、
「

E
i一
は

向
じ
く
八
年
、
一

D
」
は
同
じ
く
三
年
(
「
信
記
録
時
い
計
一
げ
に
お
)

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
ほ
ほ
考
定
し
て
差
支
え
な
い
。
な
お
、
か
く

の
如
く
考
定
す
る
と
、
刻
川
挑
氏
本
つ
ま
り
高
誘
注
の
蓄
を
停
え
る

と
い
う
警
の
編
次
で
、
一
A
C
」
が
「

A
了
一

A
B
」
に
比
し
て
数
意
後

に
見
え
る
こ
と
も
、
す
な
お
に
諒
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
か
か
る
考
定
に
関
連
し
て
、
こ
の
役
に
関
す
る
先
人
の
見

解
を
見
る
と
、
そ
の
ま
な
も
の
で
は
、
劉
宋
の
袈
間
側
、
唐
の
張
守
節
、

宋
の
口
口
組
議
、
清
の
馬
繍
、
問
じ
く
探
王
縦
、
同
じ
く
林
春
湾
等
の

諸

説

が

あ

げ

ら

れ

る

ひ

そ

し

て

、

こ

れ

、

ω澱
王
九
年
の

~'9 
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一
役
一
と
見
る
も
の
、

ω級
一
五
一
一
・
十
一
役
と
見
る
も
の
、

ω赦
玉
三
年
・
八
年
・
十
五
年
の
一
二
役
と
見
る
も
の
、
の
一
一
一
純
一
類
に

大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
す
な
わ
ち
一
役
と
す
る
も
の
は
、

川

川

一

役

0

・a

・c

・
報
壬
八
年
之
校
。

太
后
楚
入
、
不
宵

の
如
き
設
が
そ
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
二
役
と
す
る
も
の
は
、

ω
イ
徐
成
設
・
:
此
径
一
所
一
声
、
表
王
十
二
年
斡
特
従
其
計
以
上
、

楚
楚
後
関
務
氏
澱
王
十
五
年
也
。
又
説
林
光
開
路
氏
以
下
、
走
楚
前

関
恭
氏
搬
玉
三
年
事
。
(
縦
一
同
十
机
制
)

ロ
白
此
己
上
十
二
年
、
競
走
楚
後
間
擁
氏
搬
王
之
十
五
年
一

段
事
也
。
前
注
徐
炭
去
、
・
:
。
徐
訟
非
也
。
徐
見
下
文
一
%
先
身
雨

後
張
儀
、
及
公
之
所
忍
者
張
儀
也
、
一
一
一
一
n
張
儀
俗
存
。
楚
叉
爾
度
額

擁
氏
、
故
生
比
前
後
之
見
、
甚
誤
也
0

(

階的側十一一一批判吋叫)

ハ
、
(
誠
一
一
一
年
〉
楚
景
翠
斡
務
氏
。
韓
支
悪
王
市
民
、
子
倉
立
。
此

mw級
王
。
秦
庶
長
、
樗
旦
疾
倒
的
、
救
斡
敗
楚
o
M
M
…市中氷

(
澱
十
五
年
〉
斡
太
子
嬰
卒
。
楚
関
斡
捺
氏
、
締
約
公
子
機
訟
箆

韓
被
甲
興
菜
於
束
期
c

の
如
き
諸
説
あ
り
、
一
一
一
役
と
見
一
る
も
の
は
、

ω
イ
、
…
。
一
則
秦
慈
主
後
十
一
一
一
年
、
秦
韓
敗
楚

其
二
期
泰
武
王
死
、
昭
主

・
及
街
、
甲
於
席
、
部
此
役

公
子
弘
口
問
問
機
九
州
一

張
関
州
一
将
殿
氏
。
秦
能
庶
長
疾
助
特
攻
林
正
Q

泰
未

mm夜
。
公
孫
味
入
。
斡
公
仲
田
、

。
叫
時
役

家
。

(
搬
王
八
年
〉
楚
懐
王
怨
前
泰
敗
楚
於
丹
問
問
、
市
緑
不
救
、
乃
以

丘
ハ
腐
斡
薙
氏
、
斡
使
公
仲
・
:
。
制
官
楚
関
雄
氏
。
斡
徴
甲
輿
莱
於

-m
何
本
紀
参

J
H

丸
茂

.. 
m
謀。

(
綴
主
十
五
年
〉
韓
太
子
嬰
死
。
公
子
谷
・
公
子
機
数
争
:
・
。
一
州
市

( 11 ) 

の
如
き
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

さ
て
、
如
上
の
諸
訟
の
内
、
一
二
役
と
見
る
も
の
は
、
し
か
く
考
定

し
た
経
緯
の
細
部
は
確
認
し
難
い
が
、
一
部
つ
ま
ワ
「

D
」
を
除
い

て
は
、
ほ
ぼ
本
稿
と
向
様
の
叡
結
に
立
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
一

i
二
役
と
見
る
も
の
は
、
関
係
資
料
の
い
ず
れ
か
を
特
に

重
視
し
、
そ
の
見
地
か
ら
考
定
し
た
も
の
と
一
言
う
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
3

な
お
、
こ
こ
に
お
い
て
、
つ
ま
り
か
か
る
諸
説
と
の
関
連

に
お
い
て
先
の
教
関
策
注
に
お
け
る
秘
彪
・
呉
部
道
の
'
態
度
は
、
一

段
と
関
明
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
純
一
彪
は
、

主
と
し
て
韓
社
家
を
章
一
説
す
る
見
地
を
国
持
し
た
も
の
と
忠
わ
れ
、

そ

の

・

梁

主

総

に

通

ず

る

も

の

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。
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a
g
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金
一
り
印
花
史
記
の
三
一

ロ
一
潜

2

一
室
葱
王
二
十
一
年
、
興
一

B
「
楚
溜
薙
氏
、
幹
一
楚
来
翠
圏
一
説
悲
氏
。
一

…
'
怠
き
一
秦
共
攻
楚
、
敗
楚
将
屈
一
令
冷
向
ー
二
平
一
一
以
韓
宝
家
法
務
。
一

一
室

8

一
ち
も
街
首
へ
馬
体
ハ
丹
場
。
一
芸
品
μ

七
斡
ニ
ご
(
大
山
市
明
記
こ

一
〈
生
前
紀
年
)
一
合
ん
記
録
泣
き
;
J
7
1
一
D

「
一
楚
攻
守
活
去
一
章
一
秦
斡
敗
楚
応
旬
、
笠
一

一
溶
十
二
年
、
楚
題
擁
氏
。
一
審
示
問
州
)
一
一
回
漉
氏
。
一

一

(

同

宿

悶

完

投

家

)

一

一

一

一

一

一

〈

線

タ

」

一

一

十

三

年

、

庶

霊

平

袈

楚

一

一

B

ハ
史
記
集
解
)
一

一

於

丹

陽

、

楚

題

政

氏

。

一

一

(

絞

溺

紀

年

二

一

へ

同

右

茨

木

紀

)

一

一

一

一

〈

今

王

七

年

〉

楚

景

翠

額

一

一

一

一

路

氏

。

安

広

口

約

九

起

を

一

一

一

一

ペ

斡

サ

一

家

終

解

引

)

一

一

一

げ
一
濯

7

一
楚
援
王
怨
前
秦
敗
楚
於
一

A

「
楚
闘
技
氏
五
一

A
-
E
(
畑

押

さ

一

(
一
辺
警
一
丹
陽
、
而
料
不
一
切
、
山
一
月
'
一
応
用
十
一
心
・
り
・

D
〈
戦
闘
紀
一

一
玄
日
一
以
兵
霞
韓
搾

5

7
君
"
一
ハ
ル

h
u
H

主

総

二

)

一

〉

一

二

竹

諮

紀

年

二

せ

茂

ぎ

一

E
「

路

氏

之

役

」

章

一

一

一

(

級

王

八

年

)

楚

密

涜

一

〈

空

一

路

間

州

〉

一

一

一

氏

。

韓

徴

甲

輿

架

於

京

一

…

一

一
詞
O

昆
布
田
川
本

hg

一

一

一

ゆ
…
溶

8

一

一

一

真

夜

詔

山

山

氏

。

止

有

一

j

…

(

題

懇

一

一

一

べ

役

引

歪

芯

m
A
V
J
7

一

一

中

間

品

川

比

一

一

一

一

(

竹

怒

紀

年

)

一

一

一

一

日
一
〈
袈
王
十
二
年
〉
太
子
嬰
一
向
諮
斡
特
」
一
幹
太
子
嬰
卒
。
楚
鶴
一

〈
海
銀
二
死
、
公
子
似
合
、
公
子
機
一
一
斑
氏
。
以
世
家
及
汁
比
一

ー
一
識
字
太
子
。
〈
央
主
将
役
一
家
)
一
〈
堂
一
七
斡
一
一
一
〉
一
修
。
一

~

州

側

哀

王

十

九

年

、

紀

年

一

幹

徴

叩

興

莱

於

問

。

一

一

於

是

亦

設

楚

入

薙

氏

、

~

以

本

紀

修

。

一

一

慾

人

敗

。

〈

問

主

公

一

炉

心

一

)

〈

以

上

大

事

記

)

一

一

一

£

(

紀

以

糸

解

〉

〈

終

山

〈

こ

一

↑

(

戦

闘

紀

年

〉

一一

ω・
0
ハ
雲
仙
正
一
議
〉
一

一

A
・
B
・
C
・
D
-
一

E

(
品
開
一
彪
仲
片
山
」
一
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こ
れ
に
謝
し
て
、
問
先
…
尚
道
の
見
解
、
つ
ま
り
勺

B

7
「
A
一
の
序
次

批
判
に
、
「
C
」
・
「

D
」
・
「
E
」
お
け
る
絶
設
歎
認
は
も
ち
ろ
ん
、

さ
ら
に
「
A
」
に
お
い
て
照
策
を
指
姉
し
つ
つ
も
〈
つ
ま
り
期
本
紀

の
蔵
王
八
年
を
意
に
懸
け
つ
つ
も
)
、
周
策
に
お
い
て
は
飽
設
ハ
搬

王
十
五
年
と
す
る
も
の
〉
を
紙
調
一
し
た
の
は
、
ま
さ
に
右
の
百
組
掛
川

設
を
重
視
し
た
態
度
に
よ
る
と
漂
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
考
察
し
論
述
し
来
っ
た
と
こ
ろ
を
契
約
す
る
と
、

如
く
整
理
さ
れ
る
。

〔三〕

よlコ

先

に

私

は

「

戦

闘

時

代

に

お

け

に

つ

い

て

考

察

し

た
(
時
)
結
果
、
次
の
三
精
紳
を
常
時
の
思
潮
の
特
色
と
し
て
指
摘
す

る
こ
と
が
出
来
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
は
侍
統
的
精
一
紳
つ
ま
り
前

代
以
来
の
般
制
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
は
波
侠
的
精
一
柳

つ
ま
り
ノ
人
情
を
章
一
ん
じ
生
命
を
賭
し
て
人
の
一
氾
間
に
赴
い
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
三
は
洗
説
的
精
榊
つ
ま
り
権
勢
を
重
視
し
身
、
を
強
制
倒
に

委
ね
弱
肉
強
食
を
事
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
続

税
が
そ
れ
ぞ
れ
弱
小
諸
関
(
博
統
的
精
一
柳
〉
、
湾
(
滋
侠
的
精
一
柳
〉
、

秦
〈
滋
説
的
精
一
脚
〉
を
中
心
と
し
て
躍
動
し
た
地
域
的
様
相
と
、
俸

統
的
精
一
柳
か
ら
激
侠
的
精
榊
、
そ
し
て
さ
ら
に
激
設
的
精
榊
へ
と
縛

挺
し
た
時
期
的
様
相
と
は
、
ま
さ
に
戦
閣
時
代
全
事
象
の
様
軌
乃
至

源
泉
と
し
て
そ
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
た
。

ふ
り
か
え
っ
て
、
本
稿
で
論
述
し
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
か
か
る の

戦
闘
時
代
思
潮
と
の
関
濯
に
お
い
て
、
ま
た
少
な
か

見
出
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
論
述
の
結
果
、
「
悲
氏
の
役
」
は
綴
正
一
一
一

年
・
八
年
・
十
五
年
の
…
二
次
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
、
か
っ
誠
九
い

は
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
ら
各
次
の
役
に
お
け
る
一
隣
国
と
考
定
さ
れ
た
。

悲
し
、
大

4
に
十
回
し
た
斡
が
、
泰
の
救
援
を
期
待
し
つ
つ
も
な
お
、

野
(
及
び
楚
〉
と
の
組
合
を
設
し
た
と
停
え
る
「
B
」
が
三
年
に
、

ま
た
そ
の
泰
一
逃
倒
を
俸
え
る
「
A
」
が
八
年
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
斡
の
思
潮
が
瀞
侠
的
精
榊
か
ら
、
激
説
的
続
前
に
幾
ぜ
ん

と
し
た
特
機
、
並
び
に
そ
の
一
様
相
を
示
す
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。

こ
れ
は
他
街
、
前
述
の
戦
闘
大
勢
を
諮
る
具
般
的
二
山
知
門
家
と
も
一
一
一
一
問
え

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
十
去
年
に
常
る
「
C
」
は
、
楚
に
あ
る
幾
訟

を
迎
え
ん
と
し
た
斡
人
一
部
の
蓑
策
を
停
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が

計
誌
は
烏
有
に
掃
し
た
の
で
あ
り
(
間
関
託
制
絞
ぴ
一
ふ
れ
ぷ
枇
説
明
俳

砂
川
一
せ
よ
、
こ
れ
ま
た
韓
に
謝
す
る
楚
勢
力
の
後
退
、
秦
の
巌
力
の

増
大
を
忠
わ
せ
る
関
係
資
料
と
し
て
、
右
の
い
将
機
末
に
お
け
る
一
事

象
と
見
倣
さ
れ
る
。
な
お
ま
た
周
の
斡
へ
の
物
資
の
提
供
を
停
え
る

「
D
」
が
三
年
に
、
そ
し
て
提
供
を
淀
り
そ
れ
が
た
め
の
奔
走
を
侍

え
る
「
E
」
が
八
年
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
秦
の
強
大
化
に
つ
れ
、

急
激
に
列
騒
た
る
生
彩
を
失
な
い
つ
つ
あ
っ
た
斡
勢
力
の
側
面
を
詰

る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

之
を
要
す
る
に
、
上
掲
五
章
は
、
「
薙
氏
の
役
ー
一
を
め
ぐ
る
各
閣
人

心
の
動
向
を
諮
っ
、
韓
に
お
け
る
激
侠
・
訴
訟
雨
精
一
例
の
消
長
、
縛

機
の
一
壌
を
一
部
し
、
ひ
い
て
戦
閣
の
趨
勢
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、

( 13 ) 



め
て
大
と
見
敵
さ
れ
る
つ
そ
し
て
か
か
る

よ
り
関
切
な
ら
し
め
た
契
機
、
す
な
わ
ち
各
章
に
お
け
る
紀

年
義
は
、
今
や
極
め
て
明
白
で
あ
っ
か
っ
大
で
あ
る
c

と
ま
れ
、

こ
れ
ら
は
閥
単
に
上
掲
諸
章
に
の
み
止
ま
ら
ず
、
ま
た
全
戦
闘
策
諸
篇

に
及
ぶ
章
一
一
安
黙
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
っ

〔住〕

1
、
禁
日
、
春
秋
之
後
、
七
関
並
字
、
泰
一
米
諸
侯
、
有
戦
関
策
。
漢
輿

伐
秦
定
天
下
、
有
箆
漢
春
秋
。
故
司
馬
遜
接
左
氏
・
競
語
、
釆
世
本
・
戦
闘

策
、
述
楚
漢
春
私
、
接
其
後
市
中
、
詑
子
一
大
瀧
0

(

鳩
山
川
功
)

2
、
世
木
に
つ
い
て
は
、
孔
頴
迷
が
「
役
本
a

持
病
多
誤
、
其
本
来
必
然
弥
一
o
」

(
鶴
鍬
一
誠
一
也
、
「
今
之
世
本
興
選
一
一
一
口
一
小
問
、
世
本
多
談
不
足
依
援
。
故
社
以
史

記
矯
正
也
o
」
(
川
口
一
判
断
一
「
)
と
批
判
し
た

'mく
ち
そ
の
俸
来
に
疑
義
が
存
し
た

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
今
日
で
は
、
漢
貌
遺
書
紗
(
清
王
漠
総
)
、
幾
締
叢
書

(
情
王
様
編
)
、
械
巌
議
書
(
情
孫
鴻
m持
続
〉
等
所
牧
の
内
容
片
々
、
た
る
瞬
逸

そ
れ
ら
の

(
二
十
三
一
氏
下
段
よ
り
続
く
〉

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
べ
て
い
る
が
(
公
孫
丑
下
)
、
そ
の
討
伐
し
う
る

人
と
し
て
「
第
十
大
東
則
可
以
伐
之
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
権
力
者
に
と
っ
て

い
く
ら
で
も
都
合
よ
く
解
様
で
き
る
の
で
あ
る
。

〔
枝
一
己
夫
仁
政
必
向
け
縦
界
始
、
経
界
不
正
、
井
地
不
鈎
、
毅
紘
一
小
卒
、
是

故
暴
君
汗
吏
必
惚
其
経
界
、
経
界
既
正
、
分
間
制
称
、
可
坐
市
定
也
(
線

文
公
上
)

〔
注
一
ニ
〕
魚
子
問
、

事
競
走
也
。
〈
離
装
上
)

本
を
見
る
に
す
ぎ
な
い
っ

3
、
制
選
者
、
斗
一
背
信
仰
長
短
設
、
論
戦
留
之
権
襲
、
第
八
十
一
首
0

(

諸
問
一
)

4
、
通
論
戦
闘
特
設
士
一
階
襲
、
亦
向
山
序
其
説
。
凡
八
十
一
首
。

5
、
山
純
一
程
得
「
叫
減
額
策
作
於
蹴
返
考
」
・
向
「
向
上
椀
詮
」
等
、
金
徳
建
「
職
閣

策
作
者
之
推
測
」
(
I
一
一
際
…
四
)
参
照
。

6
、
四
庫
金
一
…
出
総
居
に
、
「
今
考
其
書
、
蜜
宋
銚
宏
校
本
也
o
」
(
官
)
と
あ
る

如
く
、
高
一
誘
注
本
の
蓄
を
留
む
る
警
は
、
宋
の
挑
宏
の
校
本
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
系
統
の
代
表
蓄
は
、
清
の
資
五
烈
が
挑
宏
の
不
備
を
正
し
、
札
一
記

と
共
に
刊
行
し
た
と
こ
ろ
の
刻
川
銚
氏
本
戦
窮
策
(
鱗
熔
…
)
と

Eぐ
れ
る
o

7
、「
E
」
は
西
潟
策
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
史
一
記
秦
本
紀
に
、
「
斡
徴

、
、
、
、
、
、

甲
輿
莱
於
一
束
周
、
一
布
恐
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
束
期
に
お
け
る

事
態
を
停
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

8
、
拙
稿
「
戦
闘
時
代
人
の
生
命
意
識
に
つ
い
て
」
(
紘
一
録
一
散
陣
取
)

( 14 ) 

〈
・
…
本
的
保
e

助
手
〉

毅
親
、
仁
也
。
敬
長
、
議
事
。
(
提
心
上
〉

仁
之
於
父
子
也
、
義
之
於
君
臨
也
:
・
ハ
愈
心
下
)

、
一
殻
に
人
間
針
人
間
の
関
係
で
あ
る
と
設
附
加
さ
れ
る
が
、
そ
れ

が
決
し
て
普
遍
的
一
般
的
人
間
関
係
を
指
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
右
の
例

文
が
よ
く
示
し
て
い
る
。

〔
洋
一
郎
〕
増
淵
龍
夫
、
「
中
間
古
代
の
枇
曾
と
劉
家
1

一
、
第
二
錦
、
官
僚
制
の

成
立
と
そ
の
政
金
的
性
格
、
第
一
サ
ド
ア
政
調
官
慌
の
一
性
格
今
川
…

へ
い
ヘ
パ
「
い
崎
山
間
げ
七
割

ww…L


	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015

